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（３）あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について

ア 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

（ア）本市の計画体系における位置付け

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、本市のまちづくりの方向性を

示した総合計画「あきる野市総合計画 ヒューマン・グリーン あきる野」

を踏まえつつ、令和２（2020）年３月に改定の本市の保健・福祉に関する総

合的な指針となる「あきる野市地域保健福祉計画」の一環として、高齢者に

関連する分野の総合的な計画と位置付けられています。

※あきる野市総合計画は、令和２（2020）年度中に改定予定である。

（イ）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の関係

高齢者保健福祉計画は、高齢者全体を視野に入れた地域の高齢者保健福祉

事業全般にわたる「総合計画」として位置付けられ、介護保険事業計画は、

介護保険事業運営の基になる計画となります。また、高齢者保健福祉計画は、

介護保険事業計画と一体的なものとして作成されなければならないとされ

ています。（老人福祉法第２０条の８、介護保険法第１１７条）

このため、高齢者福祉行政をとりまく状況の変化や高齢社会における諸問

題に対応し、本市における高齢者施策の基本的な考え方や目指すべき取組を

総合的かつ体系的に整え、今後の高齢者の保健福祉事業と介護保険事業の方

向性を示すものとして、同時に策定していきます。

（ウ）介護保険事業計画

介護保険制度の円滑な遂行を図るためには、介護サービスの必要量の把握

と適正な供給、また、これに基づくサービス基盤の整備などが重要となって

きます。

こうした介護サービスの提供体制の確保や効率的な制度運営を地域にお

いて着実に進めるため、保険者である市町村は「介護保険事業計画」を、ま

た、都道府県は市町村を超えた広域的な視点での「介護保険支援事業計画」

をそれぞれ定めることとしています。（介護保険法第１１７条、第１１８条）

それぞれの計画とも、３年を１期とし、国の基本指針に基づいて策定され、

平成１２（2000）年度から平成１４（2002）年度までの第１期事業計画に
始まり、平成３０（2018）年度から令和２（2020）年度までの第７期事業
計画までが策定されています。

令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの第８期介護保険事業
計画については、地域包括ケアシステムの構築を目指すとともに、今後示さ

れる制度改正や報酬改定を踏まえて策定する必要があります。

資料３
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（エ）国の支援ツール及びスケジュール（厚生労働省資料の抜粋）

（出典）社会保障審議会介護保険部会（第９０回）（令和２年２月２１日）資料より
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イ 介護保険制度の全国的な現状と今後

（ア）人口の推移

日本の人口が減少する中で、令和７（2025）年には、６５歳以上の高齢者
数が約３，６５７万人、高齢化率が３０．３％になると推計されています。

その後も、高齢者人口の増加が続き、令和２２（2040）年には、６５歳以上
の高齢者数が約３，８６８万人、高齢化率が３６．１％になると推計されて

います。

2000 2005 2010 2015 2020

人口 （人) 126,925,843 127,767,994 128,057,352 127,094,686 124,099,926 

15歳未満 （人) 18,472,499 17,521,234 16,803,444 15,886,810 14,567,966 

15歳～40歳未満 （人) 42,591,409 40,689,665 37,911,337 33,993,160 31,657,259 

40歳～65歳未満 （人) 43,628,222 43,402,749 43,120,463 42,295,567 41,750,897 

65歳～75歳未満 （人) 13,006,515 14,070,107 15,173,475 17,339,672 17,333,796 

75歳以上 （人) 8,998,637 11,601,898 14,072,210 16,125,719 18,790,008 

生産年齢人口 （人) 86,219,631 84,092,414 81,031,800 76,288,727 73,408,156 

高齢者人口 （人) 22,005,152 25,672,005 29,245,685 33,465,391 36,123,804 

生産年齢人口割合 （%） 67.9 65.8 63.3 60.0 59.2 

（%） 17.3 20.1 22.8 26.3 29.1 高齢化率

2025 2030 2035 2040

120,658,816 116,617,659 112,123,571 107,275,851 

13,240,417 12,038,656 11,286,769 10,731,820 

29,728,654 28,319,453 26,627,501 24,625,831 

41,116,258 39,410,291 36,802,121 33,240,098 

14,787,849 14,065,434 14,952,788 16,448,169 

21,785,638 22,783,825 22,454,392 22,229,933 

70,844,912 67,729,744 63,429,622 57,865,929 

36,573,487 36,849,259 37,407,180 38,678,102 

58.7 58.1 56.6 53.9 

30.3 31.6 33.4 36.1 
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（イ）要介護（要支援）認定者数の推移

要介護（要支援）の認定者数は、令和元（2019）年１１月末現在、
約６５６万人で、平成２４（2012）年３月末比で、約１４０万人増の約
１．２７倍に増加しています。

平成24年

3月末

平成25年

3月末

平成26年

3月末

平成27年

3月末

平成28年

3月末

平成29年

3月末

平成30年

3月末

平成31年

3月末時点

令和元年

11月末時点

（人） 5,149,508 5,457,084 5,691,190 5,917,554 6,068,408 6,186,862 6,282,408 6,452,585 6,557,101 

認定者数（要支援１） （人） 677,635 751,030 807,005 858,545 877,055 879,206 865,686 915,333 926,512 

認定者数（要支援２） （人） 688,096 744,238 781,623 817,707 839,069 848,570 860,864 905,167 922,939 

認定者数（経過的要介護）（人） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

認定者数（要介護１） （人） 940,118 1,020,244 1,085,467 1,147,106 1,197,558 1,237,436 1,272,004 1,301,634 1,330,396 

認定者数（要介護２） （人） 913,632 955,953 994,424 1,029,241 1,051,444 1,074,655 1,097,034 1,110,028 1,126,207 

認定者数（要介護３） （人） 698,424 721,746 745,396 770,594 791,189 813,906 833,789 848,949 859,785 

認定者数（要介護４） （人） 646,413 673,602 691,662 709,927 728,175 749,254 770,220 786,410 800,282 

認定者数（要介護５） （人） 585,190 590,271 585,613 584,434 583,918 583,835 582,811 585,064 590,980 

（%） 17.3 17.6 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 18.3 18.5 

認定者数

認定率

（出典）平成23年度から平成29年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、平成30年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」、令和元年度：直近の「介護保険事業状況報告（月
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（ウ）介護保険料の推移

介護保険料は、３年ごとに策定する介護保険事業計画に定めるサービス費用

見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定します。（３年度

を通じた同一の介護保険料）

介護保険料の月額（全国平均（加重平均））

介護保険料の月額（基準額）（あきる野市）

第１期

2000-02
年度

第２期

2003-05
年度

第３期

2006-08
年度

第４期

2009-11
年度

第５期

2012-14
年度

第６期

2015-17
年度

第７期

2018-20
年度

2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,514円 5,869円

第１期

2000-02
年度

第２期

2003-05
年度

第３期

2006-08
年度

第４期

2009-11
年度

第５期

2012-14
年度

第６期

2015-17
年度

第７期

2018-20
年度

2,800円 2,800円 4,200円 4,200円 4,300円 5,000円 5,200円
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

費用額 （円） 7,940,929,311,098 8,454,003,262,014 8,854,876,750,321 9,254,904,257,721 9,487,020,365,008 

費用額（在宅サービス） （円） 4,011,217,696,047 4,346,893,003,523 4,625,238,961,837 4,890,920,731,533 5,060,760,325,033 

費用額（居住系サービス） （円） 876,047,367,591 955,622,249,502 1,009,780,922,800 1,063,259,740,092 1,093,825,034,605 

費用額（施設サービス） （円） 3,053,664,247,460 3,151,488,008,989 3,219,856,865,684 3,300,723,786,096 3,332,435,005,370 

（円） 21,657.3 22,224.7 22,531.8 22,878.0 22,926.6 第1号被保険者1人1月あたり費用額

平成28年度 平成29年度

平成30年度

(H31/2月サービス

提供分まで)

令和元年度

(R元/9月サービス

提供分まで)

9,661,126,048,733 9,902,279,079,577 10,115,745,060,294 6,055,351,824,989 

5,174,888,108,035 5,258,199,561,474 5,298,458,403,868 3,179,170,372,497 

1,127,562,061,978 1,199,389,251,738 1,258,555,709,424 756,433,027,844 

3,358,675,878,720 3,444,690,266,365 3,558,730,947,002 2,119,748,424,648 

22,966.8 23,238.3 23,528.7 24,036.2 

（エ）介護費用額の推移

年間の介護費用額については、年々増加傾向にあり、平成２９（2017）年度
には約９．９兆円となっており、平成３０（2018）年度以降、約１０兆円を超
えて推移する見通しとなっています。

また、併せて、第１号被保険者１人当たりの費用額についても増加していま

す。
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（オ）今後の介護保険を取り巻く状況

６５歳以上の高齢者のうち、認知症高齢者は、平成２４（2012）年に
４６２万人であったものから、令和７（2025）年には約７００万人に増加す
る見込みです。

また、世帯主が６５歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯は、一貫して増加

する見込みであり、世帯数全体に占める割合についても、平成２７（2015）
年に２３．５％であったものから令和１７（2035）年には２８．８％になる
見込みです。

さらに、７５歳以上の人口については、令和７（2025）年まで急速に増加
すると見込まれており、特に、８５歳以上の人口については、７５歳以上の

人口を上回る勢いで増加するとされています。

（出典）社会保障審議会介護保険部会（第８５回）（令和元年１２月５日）資料より
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（出典）社会保障審議会介護保険部会（第８５回）（令和元年１２月５日）資料より
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ウ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定スケジュール

あきる野市のスケジュール（予定）

※新型コロナウイルス等の影響により、変更になる場合があります。

日程（予定） 主な内容（予定）

令和２年 ３月 第１回策定委員会 委員委嘱・策定の方向性の検討

令和２年 ５月 第２回策定委員会

介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査の結果報告

在宅介護実態調査の結果報告

令和２年 ８月 第３回策定委員会
計画骨子（案）の提示

在宅生活改善調査の結果報告

令和２年１０月 第４回策定委員会

計画素案の検討

「取組と目標」「目標・事業内容」

の設定

令和２年１１月 第５回策定委員会 計画（案）の提示

令和２年１２月

市議会中間報告 １２月議会への中間報告

パブリックコメント 市民からの意見聴取

令和３年 ２月
第６回策定委員会 計画（案）の確定

市長報告 委員会の決定を市長へ報告

令和３年 ３月
事業計画書の策定 事業計画書の決定・作成

市議会報告 ３月議会への報告
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エ 高齢者に関する調査

高齢者の実態把握や介護サービス利用者などの意見・要望等、計画づくりの基

礎となる３つの調査を実施します。

（ア）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（※実施済み、集計中）

（イ）在宅介護実態調査（※実施済み、集計中）

（ウ）在宅生活改善調査（案）（別添「資料４」のとおり）

目的

本調査は、要介護状態になる前の高齢者について、要介

護状態になるリスクの発生状況及び要介護状態に影響を

与える日常生活の状況を把握し、地域の抱える課題を特

定することを目的としています。

対象者 要介護１～５の方を除く６５歳以上の方

対象人数 ２，０００人（無作為抽出）（回収数１，３９５人）

調査票発送日 令和２年１月２０日

回答期限日 令和２年２月１４日

目的

本調査は、「地域包括ケアシステムの構築」という観点に

加え、「介護離職をなくしていくためにはどのようなサー

ビスが必要か」といった視点も盛り込むため、「高齢者等

の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」

の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを

目的としています。

対象者
在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている方

のうち、更新申請・区分変更申請をしている方

対象人数 １，１３０人（回収数４４７人）

調査方法
認定更新等の認定調査時に、介護支援専門員よる聞き取

り調査等を実施

回答期限日 令和元年５月から令和元年１２月末まで

目的

本調査は、「自宅等にお住まいの高齢者の方で、現在のサ

ービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」

の実態を把握し、施設サービスなどの地域に不足する介

護サービス等を検討する基礎資料にすることを目的とし

ています。

対象者
自宅、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホ

ーム、軽費老人ホームにお住まいの利用者

対象人数 ケアマネジャーの受け持つケース数
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